
平成22年9月9日判決言渡・同日原本領収　裁判所書記官．てこ：

平成22年（ワ）第49号不当利得返還等請求事件

口頭弁論終結の日　平成22年7月12日

決

同訴訟代理人弁護士　　　　福

京都市下点区烏丸通五条上る高砂町381－1

被　　　　　　　　　告　　　　ア　イ　フ　／レ　株　式

同代表者代表取締役　　　　福

同訴訟代理人支配人　　　　堤

主　　　　　　　文

吉

貴

司

1　被告は，原告に対し，116万6455円及び内金113万5364円に対

する平成21年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2　訴訟費用は，被告の負担とする。

3　この判泳は，仮に執行することができる。

事実及び理由

第1　請求

主文同旨

第2　事案の概要

1　請求

原告は，被告との間で，平成5年1月8日から平成21年8月31日まで継

続的な金銭消費貸借取引を行ってきたが，その利息の約定が利息制限法所定の

制限利率を超過するものであり，その超過部分を元金に充当すれば，113万

5364円の過払いとなっており，また，被告は悪意の受益者であるから，平

成21年8月31日までに3万1091円の法定利息金が発生しているとして，
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被告に対し，上記過払金元利金，及び上記過払金元金に対する平成21年9月

1日から民法所定の年5分の割合による法定利息金の支払を求めたものである。

2　争いのない事実等（認定に供した証拠は，末尾に掲げる）

（l）被告は貸金業者であるところ，原告は，別表1「年月日」「借入金額」「

支払金額」欄記載のとおり，被告より，平成5年1月8日から平成20年9

月30日まで金銭を借り受け，被告に対し，平成5年2月6日から平成21

年8月31日まで借入金等を返済した（弁論の全趣旨）。

（2）別紙2のとおり（弁論の全趣旨）。

3　争点及び当事者の主張

（1）原告

1項「請求」欄と同じ。

（2）被告

否認又は争ラ。

ア　詳細は，別紙3－1のとおり。

イ　本件取引は一連のものではなく，①平成5年1月8日～平成15年2月

28日，②平成1＿5年2月28日～平成21年8月31日という，2個の

分断された別個の取引である。①の取引終了日と②の取引開始日は同一日

であるものの，②の取引は不動産

ーの土地建物）担保ローンであり，無担保無保証ローンである①の

取引と別個の取引である。

第3　争点に対する判断

1　アイフルの主張アについて

（1）悪意の受益者の判断基準について，別紙3－2一ア一間のとおり。

（2）貸金業法43条1項の適用について，別紙3－2－アー仰のとおり。

（3）本件における貸金業法43条1項の適用の有無

本件で被告からなされた貸付時書面の立証は，①取引についてのみなされ，
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②取引についてはなされていない。立証方法は復元物であり（乙6），用い

られた書式は現在被告において使用されている書式であって，各々の取引当

時使用されていた書式でない（第4回口頭弁論期日における被告の陳述）。

乙6による復元が正しいとしても，最高裁平成17年12月15日判決が言

うところの確定的な返済期間，返済金額等の記載に準ずる記載のある書面が

交付されたことを認めるに足りる証拠はなく，本件取引における貸付けにつ

いては，適式な17条書面の交付があったとはいえないから，その余の点を

検討するまでもなく，控訴人による超過利息の支払について，法43条1項

の規定を適用して，有効な利息の債務の弁済とみなすことはできないという

べきである。

（4）悪意の推定を覆す特段の事情について，別紙3－2－アー（功のとおり。

（5）本件における悪意の推定を覆す特段の事情について，被告は特段の立証を

行わず，これを認めるに足りる的確な証拠はない。

よって，被告は，平成18年1月13日以前の本件取引について，被告は

民法704条の「悪意の受益者」となる。

2　アイフルの主張イについて

別紙3－2－イのとおり。

3　アイフルの主張ウについて

別紙3－2一ウのとおり。

4　アイフルの主張二こについて

別紙3－2－エのとおり。

5　取引の一連性（①取引　平成5年1月8日～平成15年2月28日，②取引

平成15年2月28日～平成21年8月31日）について

（1）別紙1「取引の一体性の判断基準」記載のとおり。

（2）争いのない事実等及び証拠（末尾に掲記）によれば，以下の事実が認めら

れる。
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ア　①取引の取引期間は約10年1月であり，取引中断期間はない。

①取引の最終日と②取引の開始日は同一日であり，①取引最終日に99

万1570円が返済された一方，②取引開始に当たって300万円が貸付

されており，実際にはその差額の授受のみが行われた（甲2，乙4－1）。

①取引について，借入れ等に際し使用されるカードについて失効手続が

とられたこと，①取引の基本契約書の返還されたことを認めるに足りる証

拠がない。

①取引は，無担保無保証ローン（弁論の全趣旨），極度額20万円（平

成5年7月ころまで），同50万円（平成9年12月ころまで），同10

0万円（平成15年2月まで）（甲1に記載された平成15年2月28日

までの元金残高の推移，及び②取引最終日に返済された金額が99万15

70円であったことから，推認できる），貸付利率は25．55％である

（平成9年12月以降。甲1）のに対し，（診取引は，不動産担保ローン（

乙2～4），借入資金使途は事業資金（乙2）及び（D取引の残債務返済（

乙4－1），極度額500万円（乙4－1），貸付利率は20．175％

（乙4－1），契約番号は，①取引が「0017－0142063－00

1」であり（甲1），②取引が「0017－0142063－002－0

01」（乙4－1）である。

①取引の最終の弁済から②取引の基本契約が締結されるまでの問におけ

る貸主と借主との接触の状況，②版引の基本契約が締結されるに至る経緯

に関して，特段の事情を認めるに足りる証拠はない。

イ　金融取引においては一般的に不動産担保の有無が大きな意味を持ってお

り，債権管理の手法等も不動産担保を伴うか否かによって大きく異なる。

①取引と②取引における，不動産担保の有無，及びこれに伴う極度額の違

いは，各々の基本契約の性質に密接に関連する。

他方で，貸付金利を比較すると，①取引よりも②取引の金利の方が5．
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325％低いものの，大きな差とまでいえない。無担保ローンも含めた貸

付全般の本来の上限金利である利息制限法所定の金利（15％）も超過し

ている。②取引の開始に伴って極度額が100万円から500万円に増額

となっているところ，担保評価を行って原告の不動産に拘保余力があると

の判断に基づいているのだとすれば，20．175％という金利は高利で

ある。被告が原告の不動産をどのように担保評価したのかについての立証

がなされていないことにも照らせば，被告において不動産担保ローンにお

いて本来行われるべき担保不動産の評価が原告の不動産について適切な手

法に基づいて行われたのか疑問といわざるをえない。これらのことに加え，

前記認定のとおり②取引に基づく貸付に当たっては当初から①取引の残債

務精算が予定されており，実際に精算されたことにも併せ考慮すれば，本

件において軋　担保の有無，極度額の違い，契約番号の違いなどの形式面

を過度に重視して，①取引と②取引を別個の種類の取引と扱うのは相当で

ない。①取引と②取引の間に実質的な違いはあまりないというべきであり，

そうだとすれば両者の取引に分断期間がないことを踏まえて，事実上一連

の貸付取引と評価すべきである。原被告間において軋　①取引により発生

した過払金を②取引による新たな借入金債務に充当する旨の合意を認める

ことができる。

ウ　以上によれば，原告の過払金額は，別表1のとおりとなる。

第4　結論

よって，原告の請求は理由があるから認容し，訴訟費用の負担につき民訴法

61条，仮執行の宣言につき同法259条】．項をそれぞれ適用し，仮執行免脱

盲言等の申立ては相当でないからこれを付さないこととして，主文のとおり判

決する。

佐賀地方裁判所武雄支部
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裁判官　＝子二　　■；子彦
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別息．1

法　定　利　率　計　算　書

（借入金利息・過払金利息につき、1年を365日として計算する。）

苧竺√．竺－l．警⊂コ？
㊥革定廟軍∫∴10東糸摘寧1

壷読去ふ壷1耳「▼‾‾回

強制利率変更

穎

蔑 墓暴

助 1 1993／1／8 ・2DO．000 0 1乱00％ 20 0．ODO

壊己2 、1993／2／6 0 ・13．0 00 18．00％ 29 乙8 60 0 †8 9．860 0 0

言護持 ・1993／2／6 ・7．000 0 18．00％ 0 D 0 19 6．860 0 0

網‘旦 －1993／2／9 0 ・27．000 18．00％ 3 291 0 】70．15 】 0 0

呈寵5 Y 1993／2／9 ・26．000 0 18．00％ 0 0 0 196，151 0 0

野瀧 ■1993／3／16 0 ．12，0 00 18．OD％ 35 3，385 0 18 7，536 0 0

重森訂 ・1993／3／†6 －5．000 0 18．00％ 0 D 0 192．536 0 0

呈紆8 ・1993／4／8 0 、13．0 00 18．00％ 23 2．183 0 181．7 19 0 0

・　－ ・1993／4／8 、8．DOO 0 1臥00％ D 0 0 18 9，719 0 0

謝：q ＿1993／5／12 0 、1乙000 18．00％ 34 3．181 0 180．900 0 0

匿
良－1993／5／15 ．6，000 D 18．00％ 3 267 267 18 6．900 0 0

静牌 ．1993／6／9 0 10 ，DOD 1臥00％ 25 2，304 0 179，47l 0 0

姫博 ．1993／6／9 －4．000 0 18．00％ 0 0 0 183．47 1 0 0

紛 ・1993／7／7 0 ・ 11．000 1B．00％ 28 2．533 0 175．004 0 0

鰍 告 ▼1993／7／7 ●5．000 0 18．009‘ 0 0 0 180．004 0 0

富　● －1993／7／26 0 ・130．00D 18．0（〕％ 19 1．686 0 5 1．690 0 0

・溝・・・ ・1993／7／26 0 ・867 18．00％ 0 0 0 50．823 0 0

樹岩材．1993／7／26 －28．000 0 18．00％ 0 0 0 78．823 0 D

樹十好 ・1993／7／2 6 ▲400．000 0 18．00％ 0 0 0 478，823 0 0

粒巧■・1993／8／8 0 ・ 20．000 18．80％ 13 3，069 0 46 1，892 0 0

離郷 ・ 1993／8／8 －14．0 00 0 18．00％ D D 0 475，892 0 0

郡返．‾1993／9／9 0 嶋　24，000 18．00％ 32 7－509 0 45 9．401 0 0

紛 ：．1993／9／2 7 、10．000 0 18．00％ 18 4．077 4 ．077 4 69，401 0 0

梅郷 一†993／10／9 0 ・22．000 18．00％ 12 2．777 0 454，255 0 0

観 ＿1993／10／9 ＿10．000 0 18．00％ 0 0 0 464．255 0 D

器 －1993／11／9 0 －　22．000 18．00％ 3 1 7，097 0 44 9．352 0 0

鮎詰 1993／12／1 10．ODD 0 18．00％ 22 4．875 4，875 45 9，352 0 0

献 注 1993ハ 2／5 D －20．000 18．Ot）％ ヰ 9（）6 0 44 5，13a 0 0

琵29こ▲1993／12／15 一札DOO 0 18．00，G 10 2，195 2 ．195 453．133 0 0

鮎 G ＿1994／1／10 0 ・16．000 18．00％ 26 5．8 10 0 445．138 0 0

鞠 ；＿1994／1／13 一乙000 0 1臥0〔l％ 3 658 6 58 447．138 0 0

閑雲 －1994／2／9 0 ・15．000 †8．OD％ 27 5，953 0 438．749 0 0

藍 ．1994／3／1 －　3，000 0 柑．DO％ 20 4．327 4 ．327 441．749 0 0

罵≡ ＿1994／3／10 0 －19．000 18．00％ 9 1．960 0 429．036 0 0

銅．5 －1994／3／10 ■7．000 0 18．00％ 0 0 0 436．03 6 0 0

艶 8 －1994／4／12 0 －20．000 1臥00％ 33 7．096 0 423．132 0 0

飽託 、1994／4／、12 －　7．000 0 18．00％ 0 0 q 430．132 0 0

ま紹8 －1994／5／15 0 －14．00 0 18．00％ 33 8，999 0 423．13 1 0 0

羞召■9■・1994／6／14 0 －15．000 18．00％ 30 6．260 0 4 14．391 0 0

顔 8．－1994／7／14 0 ・13 ．000 18．00％ 30 6．130 0 407．521 0 0

謝 一－1994／7／14 －　3．00 0 0 18．00％ 0 0 0 4 10，521 0 0

桝 2 ‾1994／8／13 0 ・23，00 0 18．00％ 30 6．073 0 393，5g4 0 0

き；43 ‾1994／8／13 －11．000 0 18．00％ 0 0 0 404、5g4 0 0

お44 －1994／9／18 0 －26．000 18．00％ 36 7，182 0 385．776 0 0

姿4 5 －1994／9／18 ・10．00 0 0 18．00％ 0 0 0 395．776 0 0

テナヰ6 ．1994／10／24 0 ・15．000 18．00％ 36 7．026 0 387．802 0 0

！：■4 7 －1994／10／27 0 －5．000 18．00％ 3 573 0 383．375 0 0

二4 8 ＿1994／11／2 1 0 ・16．000 18．009i 25 4．7 26 0 372．10 1 0 0

J■4 9 －1994／12／27 0 ・15．000 18．009乙 36 6．60 6 0 363 ．707 0 0

：・二50 －19 95／1／31 0 －15．000 18．00％ 35 6．277 0 354．984 0 0

■．51 －19 95／2／21 0 －14．000 18．00％ 2 1 3．676 0 344．660 0 0

52 ＿1995／3／22 0 ′15．000 18．00％ 29 4．92 9 0 334，589 D 0
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中 日 借 入 金 額 支 払 金 額 利 率 日数 郵 早 、 未払利息 残 元 金 一・過払 利息
過 払 利 息

残 額 ．

5 3 ・1 9 95／4／1 1 ・19．O DO 0 18．0 0％ 2 0 3．3 00 3．3 0 0 3 5 3．5 8 9 0 0

5 4 ・1 99 5／5／3 0 ・1 6．0 0 0 18．0 0％ 2 2 3．8 36 0 3 4 4．7 2 5 0 0

5 5 ・1 9 95／6／6 0 ・ †5．0 0 0 18．0 09i 3 4 う．7 80 0 3 3 5，5 0 5 0 0

】5 6 ／19 95／6／12 0 【 3．0 0 0 18．0 0％ 6 9 92 D 3 33．4 9 7 0 0

、．5了 ′19 9 5／7／6 0 ・1 5．0 0 0 18．0 0％ Z 4 3．9 47 0 3 2 2，4 4 4 0 0

．．5 8 －1 9 95／8／3 －3．00 0 0 18．0 0％ 2 8 4．4 52 4．4 5 2 3 2 5．4 4 4 0 0

こ，5 9 ．1 99 5／8／7 0 ‾ 16，0 0 0 18．0 0％ 4 64 l 0 3 14．5 3 7 0 0

亡ざ6 0 ・19 9 5／8／ま1 ・3．0 0 0 0 1 8．0 0％ 1 4 2．1 7 1 2．1 7 1 3 17．5 3 7 0 0

．＿L6 1． －1 99 5／9／6 0 16．O D D 18，0 0％ 16 2，5 05 0 3（】6，2 13 0 0

ナ＼8 2 －19 9 5／10／16 0 ・18，D D D 18．0 0％ 4 0 8，D 40 0 2 94．2 5 3 0 0

J 6 3 ．1 9 95／l l／8 0 －1 6，0 0 0 18．0 0％ 2 3 3．3 37 0 2 8 1．5 9 0 0 0

。ど8 4 －1 9 9 5／1 1／16 ．1 1，0（】0 0 18．0 0％ 8 1．110 1．1 1D 2 9 2．5 90 0 0

1ご6 5．－1 9 95／1 2／8 0 ▼14 ．0 0 0 18．0 0％ 22 3．174 0 2 8 2．8 74 0 0

鼠8 6、 ・1 99 6／1／9 0 －13、O D O 18．0 09i 3 2 4、4 63 0 2了4，3 3了 0 D

鉱餅 ・†9 9 6／1／14 ・ 2．00 D 0 18．D〔）％ 5 6了6 67 6 2 7 6．3 37 0 0

幸市81 ・1 99 6／2／9 0 ・12 ．0 0 0 18．0 09i 26 3，5 43 D 2 8 8．55 6 0 0

馳 9一 】19 9 6／3／12 0 ・13 ．O D O 1 8．0 0％ 3 2 4．2 38 0 2 5 9．7g 4 0 0

取説0 ・1 9 96／4／15 0 ・13，0 0 0 18．0 0％ 34 4．3 5 5 0 2 5 1．14 9 0 0

蹴排 ．19 96／4／2 3 0 ＿15 ．0 0 0 18．0 0％ 8 9 9 D D 2 3 7．1 39 0 0

誠建 ．19 96／4／2 9 －10，00 0 0 1B．0 09名 6 7 0 1 7 0 1 2 4 7．13 9 0 0

餌 ＝＿1 9 9 6／5／2 4 0 ・15．0 00 18．0 0 96 2 5 3，0 4 6 0 2 3 5．8 8 6 0 0

柾謝 －1 9 96／6／2 6 0 ・15．0 0 0 18．0 0％ 3 3 3．8 3 8 0 2 2 4．7 24 0 0

翫蛤 ・ 1 99 6／7／2 －　4、00 0 0 18．0 0％ 6 6 64 66 4 2 2 8，7 24 0 0

・・宅　■ －1 9 9 6／7／2 2 0 ・14．0 0 0 1 8．0 0％ 2 0 2，25 5 0 2 1 7．6 4 3 D 0

馳 ，1 9 9 6／8／2 2 0 ・14．0 0 0 1 8．0 0％ 3 1 3．3 2 7 0 2 0 6，9 7 0 D 0

黙弧 － 1 9 9 6／9／2 －　5，0 00 0 1 8．0 0％ 四 1．12 2 1，12 2 2 1 1，9 7 0 0 0

ど′・ ■ ‾1 9 9 6／9／2 9 0 ・16．0 0 0 1 8．0 0％ 27 2．8 22 0 1 9 9．9 14 0 0

匿【賠 －1 9 9 6／10／2 8 0 ・16．0 0 0 1 8．0 0％ 29 2．8 59 0 18 6．7 7 3 D 0

難 郡 ・1 9 9 6／10／2 8 ・5．0 0 0 0 1 8．0 0％ 0 0 0 1g l．7 7 3 D 0

討摘 －1 9 9 6／1 1／Z 5 0 －　20．0 0 D 1 B．DO％ 28 2，64 8 0 17 4，4 2 1 D D

掛野 ・1 9 9 6／1 1／2 5 ′　8．0 0 0 0 柑 ．0 0％ 0 0 0 1 8 2，4 2 1 0 0

部 課 1 g 9 6／12 ／2 6 0 15．0 0 0 1 8．0 0％ 団 2．78 8 0 17 0．2 0 9 D 0

1■：－ ・1 9 9 7／1／2 7 0 －13．0 0 0 1 8．0 0％ 32 2．6 86 0 1 5 9．89 5 0 0

・一≦…● ・1 9 9 7／1／2 7 D ＿10．0 0 0 1 8．0 0％ 0 0 0 14 9．89 5 0 0

幣梯 ・1 9 9 7／1／2 7 ・ 13．0 0 D 0 1 8．0 0％ 0 0 0 16 2．89 5 0 0

聾撒 、1 9 9 7／2／2 6 0 ．20．0 0 0 1 8．0 0％ 3（） 2．40 9 0 1 4 5．30 4 0 0

；● 、19 9 7／2／2 6 、8．O D O 0 18．0 0％ 0 0 0 15 3．30 4 0 0

監9 0．、1 9 9 7／3／2 6 0 ・22，0 0 0 1 8．0 0 98 28 2．1 1 6 0 13 3．4 20 0 0

■ －1 9 9了／3／2 6 ・‖ －O D O 0 1 8．00 ％ ． 0 0 0 14 4．4 20 0 0

離抱 ・19 9 7／5／1 0 ・2 5．0 0 0 18．0 0％ 3 6 2．5 6 3 0 12 1，9 8 3 0 0

挺招 ・19 9了／5／1 ・10，O D D 0 18．0 0％ 0 0 0 13 1，9 83 0 0

頸9執 －19 9了／6／4 0 、之3．8 7 8 18．0（粍 3 4 2，2 1 2 0 1 10．3 1 7 0 0

琶9 5 、1 99 7／6／4 、 10．0 0 0 0 18 ．0 0％ 0 0 0 12 0，3 17 0 0

欝狩 ・19 9 7／7／7 0 ・2 3，20 0 18．0 0％ 3 3 1．9 5 8 0 9 9．0 7 5 0 0

欝9ヱ 、19 9 7／7／7 、10 ．0 0 0 0 18 ．0 0％ 0 0 0 10 9．0了5 0 0

戎9 8 、1 9 9 7／8／6 0 ・2 2．0 0 D 1 8．0 0％ 3 0 1．6 13 0 8 8．68 8 0 0

恕9 9 －1 9 9 7／8／6 、10，0 0 0 0 1 8．0 0％ 0 0 0 9 8．6 8 8 0 0

′1 0 D －1 99 7／9／8 0 し5，0 00 1臥0 0％ 団 1、5 0 8 0 9 5．19 6 0 0

1 0 1： －1 9 9 7／9／6 D －2 0－0 0 0 1 8．0 0％ 0 0 0 7 5．19 6 0 0

．1．0 2 ・1 9 9 7／9／6 ・13．00 0 0 1 8．0 0％ 0 0 0 8 8．19 6 0 0

・j O 3 ，1 9 9 7／1 0／5 0 ・ 2 2．0 0 0 1 8．0 0％ 2 9 1．26 1 0 6 7．4 5 7 0 0

10 4 、1 9 9 7／10／5 、10．0 00 0 1 8．O D％ 0 0 0 7 7．4 5 7 0 0

1■0 5 Y 1 9 9 7／11／6 0 ・23．0 0 0 1 8．O D％ 32 1．2 22 0 5 5．6 7 9 0 0

」0 6 、1 9 9 7／11／6 L lO．0 00 0 1臥0 0％ 0 0 0 6 5．6 7 9 0 0

10 7 ・19 9 7／12／9 0 ・3 0，0 00 18．0 0％ 3 3 1．0 8 8 0 3 6 ．74 7 0 0

10 8 ．1 9 9 7／12／9 ・▲17．0 0 0 0 1 8．D O％ 0 0 0 5 3，74 7 0 0

10 9 ・1 g 9 7／12／2 5 0 　ゝ6．8 12 18．0 0％ 1 6 4 24 0 4 7，3 5 9 0 0

1 1 0 、19 9 7／1 2／2 5 ・5 0 1．0 0 0 0 柑 ．00％ 0 0 0 5 4 8．35 9 0 0

1 1 1 ・1 9 98／1／5 0 ■5 0．0 0 0 18．DO％ 皿 2．9 74 0 5 D l．33 3 0 D

1 1 2 、1 9 98／1／5 ．4 0，0 0 0 0 18．0 0％ 0 0 D 5 4 1．3 3 3 0 D



年 月 日 借 入 華 疲 支 払 金 額 利 雫 日 額 利 息 未払利息 残 元 畢 過 払利息
過 払 利 息

・残 輯 ′
1 1 3 －1 99 8／2／5 0 －4 2．0 0 0 18．00％ 3 1 8，2 7 5 0 5 0 7．6 0 8 0 田

1 1 4 、19 9 B／2／5 、2 2．0 0 0 0 18．00％ 0 0 0 5 2 9．6 0 8 0 0

1 1 5 ．19 9 8／3／6 8 ・4 1．0 0 0 18．0 0％ 2 9 了，5 7 4 0 4 96．18 2 0 0

1 1 6 ，19 9 8／3／6 、2 0．0 0 0 0 柑．00％ 0 0 0 5 1 6，18 2 0 0

1－1・7 、19 9 8／4／4 0 ・4 1，0 0 0 1 8．0 0％ 2 9 7，3 8 2 0 4【‡2．5 6 4 0 0

1 1 8 ．19 9 8／4／4 ・2 1．0 0 0 0 18．00％ 0 0 0 5 03，5 6 4 0 0

1」9 、1 99 8／5／5 0 ・4 2．0 0 0 18．0 0％ 3 1 7．6 9 8 0 4 69，2 6 2 0 0

1ニ2 D ・1 9 9 8／5／5 ■2 0．0 0 0 0 18．0 0％ 0 0 0 4 8 9．2 6 2 0 m

1．2 1 、1 99 8／6／5 0 ・4乙0 0 0 18．0 0％ 3 1 7．4 7 9 0 4 54．7 4 1 0 0

1ニ2之 ・19 9 8／6／5 ・2 1，0 0 0 0 18．0 0％ D 0 0 4 75，7 4 1 0 0

汀2 3 ・19 9 8／7／6 0 －　 4 Z．0 0 0 18．0 0％ 3 1 7．2 了2 D 叫 1，0 13 0 0

」2 4 ・1 99 8／7／6 、2 D．0 0 0 0 18．00％ 0 0 0 4 6 1．0 13 0 0

d．・2 5 ，19 9 8／8／6 0 、4 2．0 0 0 18．0 0％ 3 1 7．0 4 7 0 4 2 6．0 6 0 0 0

邦2 6 ・1 99 8／8／6 ．2D．0 0 0 0 18．0 0％ D 0 0 4 4 6，D 60 0 0

〕：2ま． －1 99 8／9／7 0 ・4 3．0 0 0 柑 ．00 9忘 32 7，0 3 9 0 4 1 0，0 99 0 0

封；2 8． －19 9 8／9／7 ・2 1，0 0 0 0 18．0 0％ 0 0 0 4 3 1，0 9 9 0 0

d必9 ＿19 98／1 0／5 0 ・4 0．0 0 0 18．00％ 2 8 5，9 5 2 0 3 9 7．0 5 1 0 0

脇 ■Q し19 9 8／1 1／5 0 ■3 9，0 0 0 18．0 0％ 3 1 6，0 6 9 0 3 64，12 0 0 0

離郷 －19 9 8／1 2／7 0 ・3 0．0 0 0 18．0 0％ 32 5．7 4 6 0 3 3 9．8 66 0 0

服 地 ■1 9g 9／1／5 0 ・2 9．5 0 0 18．0〔偶 2 9 4．8 6 0 0 3 1 5．2 2 6 0 0

司渾3 ・19 9 9／2／9 0 ・3 0．0 0 0 18．00％ 3 5 5．4 40 0 2 9 0，6 6 6 0 0

猥 談 －1 99 9／3／9 0 ・2 9，0 0 0 柑 ．0 0％ 2 8 4．0 13 0 2 6 5．6 7 9 0 0

派 轄 －1 99 9／4／6 0 ・2 9，0 0 D 18．0 09島 2 8 3．6 6 8 0 2 4 0．3 4 7 0 0

鮎 噂 ・1 99 9／5／6 0 ・3 0、0 0 D 1臥0 0％ 3 0 3，5 5 5 0 2 13、9 0 2 0 0

姫鴫 ・柑9 9／6／4 0 ・2 9，9 0 0 1 8．0 0％ 2 9 3．0 5 9 0 18 7，0 6 1 0 0

離艦 ・1 99 9／7／7 0 ． 2 9．5 0 0 1 8．0 0％ 3 3 3．0 44 0 1 60．6 0 5 0 0

媚鞄 し1 9 99／8／5 0 、2 9．5 0【）18 ．0 0％ 2 9 2．29 6 0 1 33，4 0 1 0 0

寺格 0邑・19 9 9／8／2 7 ・12 0．0 0 0 0 1 8、0 0％ 2 2 1．4 4 7 1，4 4 7 2 5 3．4 0 1 0 0

潤桝 ・ 19 9 9／9／3 0 ． 2 0，0 0 0 1 8．0 0％ 7 8 74 0 2 3 5．72 2 0 0

猶峰 ．19 9 9／1 0／5 D ・3 0，0 0 D 18．00％ 3 2 3．7柑 0 2 0 9．4 4 † 0 0

珊 ：－19 9 9／1 1／5 0 ・3 0．0 0 0 1 8．0 0％ 3 1 3．20 1 0 1 8 2，64 2 0 0

・一　一 ‾19 9 9／12／6 0 －2 9．5 0 0 1＆0 0％ 3 1 2．7 92 0 1 5 5．9 3 4 0 0

緋紆 ．2 0 0 0／1／5 0 ・2 9，5 0 0 1臥00％ 30 2．3 0 6 0 12 8．74 0 0 0

贈胎 ・2 0 0 0／2／7 D ・2 9．5 0 0 1 8．0 0％ 3 3 2．0 9 5 0 1 0 1，33 5 0 0

缶媚 、2 0 0 0／3／3 0 ・ 2 g，5 0 0 1 8．0 0％ 2 5 1．2 49 0 7 3，0 8 4 0 0

職隠 t 2 0 0 D／4／4 0 －5 0．0 0 0 18．0 0％ 3 2 1．1 5 3 0 2 4，2 3 7 0 0

ヨ裟9． ・2 0 0 0／5／2 0 ・2 9，5 0 0 0．00％ 2 8 3 34 0 －4，9 2 9 0 0

割那 、2 00 0／5／3 1 0 ・ 2 9．70 0 0．0 0％ 2 9 0 D －3 4，6 Z 9 －19 －19

般談 ．20 0 0／7／3 0 、2 9，50 0 0．0 0％ 3 3 0 0 －6 4，1 2 9 －1 56 －1 75

ヨミ5込 ・20 0 0／8／2 0 ・2 9．50 D 0 ．0 0％ 3 0 0 0 －9 3 ，6 2 9 －2 63 －43 8

脈拍 ・2 00 0／9／4 D ・2 9．5 D O 0 ．0 0％ 3 3 0 0 －1 23 ．12 9 －4 2 3 －8 6 1

胴謝 ・2 0 00／10／2 0 ・2 9．5 0 0 0 ．0 0％ 2 8 0 0 －1 52，6 2 9 －4 7 2 －1．3 33

汁5 5 ‾20 0 0／10ノ1 7 －1 5 5．D O O D 1 8．0（）％ 15 0 D 7 2 5 －3 1 3 0

加媚■・20 0 0／10／3 1 0 ・2 9．5 0 0 0．0 0％ 14 5 0 －2 8．7 70 0 0

甘5見 ・2 0 00／12／1 0 ・2 9．0 0 0 0．0 0％ 3 1 0 0 －5 7，77 0 －12 2 －12 2

1万8 ・20 0 0／1 2／2 7 0 ・2 9，0 0 0 0．00％ 2 6 0 0 －8 6．7 7 0 －20 5 －3 2 7

丑5 9 ．2 0 0 1／1／3 1 0 ・ 2 7．0 0 0 0．0 0％ 3 5 0 0 －1 13．7 70 －4 16 －74 3

，1■8 0 ・2 0 0 1／3／1 0 ・ 2 7 ．0 0 0 0．0 0％ 29 0 0 －1 4 0．了了0 －4 5 1 －l．t9∠l

∫6」 －2 0 0 1／4／2 0 －2 5．0 0 0 0．O D％ 3 2 0 0 －1（ヲ5，了7 0 －6 1 7 －1．8 1 1

1 62 ・2 0 0 1／5／1 0 ．2 5，0 0 0 0．0 0％ 2 9 0 0 －1 90．7 7 0 －6 58 －2．4 69

1 8 3 ＿2 00 1ノ5ノ3 1 0 ・2 5，0 0 D D．0 0％ 3 D 0 0 －2 1 5，7 7 0 －7 8 3 －3．2 52

1．6 4 －　20 0 1／7／2 D ．2 5．0 0 0 0，0 0％ 3 2 0 0 －2 4 0．7 7 0 －9 4 5 －4．19 7

・用 5 －2 00 1／7／3 1 D ・2 5．0 0 0 0．O D％ 2 9 0 0 －2 6 5，7 7 0 －9 5 8 －5．153

」6 6 －2 0 0 1／8／3 1 0 、2 5．0 0 0 0．O D％ 3 1 0 0 －2 9 0，7 70 －1．12 8 －6．2 8 1

．1 6 7 ・2 0 0 1／9／2 8 0 ＿　2 5．0 0 0 0．0 0ウも 2 8 0 0 －3 15．77 0 －1．1 15 －7．3 9 6

1 6 8 、20 0 1／10／3 1 0 －4 0．0 0 0 0．0 0％ 3 3 0 0 －3 5 5．7 7 0 －1，4 2了 －8．8 2 3

1 6 9 ・20 0 1／1 1／30 0 ・2 5．0 0 0 0．00％ 3 0 0 0 －3 8 0．7 70 －1．4 62 －10．2 85

17 0 ・20 0 1／12／13 －10 0．0 0 0 0 0．00％ 1 3 0 0 －2 9 1．73 3 －67 8 0

17 1 、2 00 1／1 2／2 7 0 ・2 9．0 2 8 0．O D％ 1 4 0 0 －32 D，7 6 1 －5 59 －5 59

17 2 ・20 0 2／1／2 8 0 、 2 9，5 0 0 0．00％ 3 2 0 0 －35 0．2 6 1 一丁．40 6 －1．9 65



車 叩 嘩 入 金 板 支 払 金 板 鱒 ・日数 軍け息 未払制 息 残 元 金 過 払利 息
過 払 利 息

残 緒

17 3 ・2 00 2／2／2 6 0 ・2 9．5 0 0 0．OD％ 2 9 0 0 －3 79．7飢 －1．3 9 1 －3．3 56

1 7 4 ▲20 0 2／3／2 6 0 －2 5 ．0 0 0 0．DO％ 2 8 0 0 －4 0 4．7 6 1 －l．4 56 －4，8 12

17 5 －2 00 2／4／2 5 0 ・2 5．0 0 0 0．DD％ 3 D 0 0 －4 2 9．7 6† －1．66 3 －6．4 75

1 7 6 ．20 0 2／5／2 7 0 ・Z 5 ．0 0 0 0．0 0覧 3 2 0 0 一年5年．7 6 1 －1．88 3 －8，3 58

－17 7 －20 0 2／6／2 5 0 ・2 9．5 0 0 0．0 0％ 2 9 0 0 川4 8 4，2 6 1 －1．80 G －10．†朗

．1フ8 ＿20 D 2／7／2 5 0 ・2 9．5 0 0 0．O D％ 30 0 0 －5 13、7 6 1 －1、99 0 －1乙15 4

．1，7 9 ・20 0 2／8／2 6 0 、2 9．5 0 0 0．0 0％ 3 2 0 0 －54 3．2 6 1 －2．25 2 －14．4 0 6

］：8 D －20 D 2／9／2 5 0 －2 5．0 0 0 0．O D％ 30 0 0 －5 6 8．2 6 1 －2．23 2 －16．6 3 8

1‡8 1 －2 0 D2／10／17 ーフ5，0 00 0 0．0 0％ 2 2 0 0 －5 1 1，6＝ －†，7 12 0

二118 2丁－2 0 D2／10／2 9 0 ・ 2 9 ．0 2 8 0．0 0％ 1 2 0 0 椚5 4 0，6 3 9 －84 1 －8 4 1

右8 3 、20 0 2／1 1／2 6 0 －2 9 ．50 0 0．0 0％ 2 B 0 0 －57 0，1 3 9 －2．0 73 －2．9 14

．柑 4 ‾2 0 02／12／2 7 0 ・2 9 ．5 D O 0．O D％ 3 1 0 0 －5 99．6 3 9 －2．4 2 1 －5．3 35

謹r8 5 －2 00 3／1／2 8 0 ●l l l 0．00 9乙 3 2 0 0 －6之5、6 3 9 ー乙6 28 一丁、9 63

胴掩 ．2 0 0 3／2／2 8 0 ‾99 1，5 70 0．0 0％ 3 1 0 0 －1，6 1丁．2 0 9 －2．8 5 8 －10．6 19

1 8註 人2 D O3／2／2 8 3 ，0 0 0．D OO 0 15．00％ 0 0 0 1．3 7乙17 2 0 D

ユ三8 8 ◆2 0 0 3／2／2 8 0 ・75 ，0 0 0 15．0 09i 0 0 0 1．2 9了．17 2 0 0

カニ8鼠 ・2 0 D3／3／2 D l l l ll 0 15．0 09； 2 0 10．6 6† 10．6 6 1 1．7 97，17 2 0 0

●l ．2 00 3／3／2 0 ・50 0．0 00 0 15．0 0％ 0 0 10，66 1 2．29 7，1 7 2 0 0

・■ ノ2 0 0 3／3／3 † 0 ・7 0 ，0 0 0 15．0 0％ 皿 10，3 84 0 2，2 4 8．2 17 0 0

吾健2 ・ 20 0 3／4／4 ・4 5 0．0 00 0 15．0 0％ 4 3，6 95 3，6 9 5 2，6g 8．2 17 0 0

● ・ 2 0 0 3／4／6 ・5 D．0 00 0 15．0 0％ 2 2．2 1 7 5，9 1 2 2．7 48．2 17 0 0

臓物 ・2 0 0 3／4／1 1 ・5 D，0 00 0 15．0 0％ 5 5．8 4 7 1 1．5 5 9 2．7 98．2 17 0 0

・・■ ・2 0 0 3／4／18 ・1 1D．0 0 0 0 15．0 0％ 7 8，0 4 9 1 9．60 8 2．9 0 8．2 17 0 0

■●・2 0 0 3／ヰ／2 1 ・5 0．0 0 0 0 15．0 0％ 3 3．5 8 5 23．19 3 2．9 58．2 17 0 0

髄払 ・2 0 0 3／ヰ／3 0 口 ・8 7，5 40 1 5．0 0％ 9 1 0．9年1 0 2．9 0 4，8 1 1 0 0

－●… ・2 0 0 3／5／7 ・6 0．0 0 0 0 1 5．0 0 9‘ 7 8．3 5 6 8．3 5 6 2．9 8 4．8 1 1 0 0

謂喋 ・2 0 0 3／5／8 ．4 D．0 0 0 0 1 5．0 0％ b 1，之18 9．5了4 3，O Q4 ，8 1 1 0 0

磁拍 ．2 00 3／5／14 ▲5 D．00 0 D 1 5．0 0％ 6 7．4 0 9 16．9 83 3，0 5 4，8 1 1 0 0

望t靴 ′20 0 3／5／14 ・1D．00 0 D 1 5．O D％ 0 0 16．98 3 3，0 6 4．8 1 1 0 0

老（越 ‘2 0 03／5／2 0 ・ 50．0 00 0 15．0 0ワi 6 7．5 57 2 4．54 0 3．1 14．8 11 0 0

感吟 －2 00 3／5／2 3 ・30．00 0 0 1 5．0 0 9占 3 3．84 0 2 8．38 0 3．14 4．8 1 1 0 0

製 錬 ．2 00 3／5 ／28 ． 10．00 0 0 1 5．0 0％ 3 3．87 7 3 2．2 57 3．15 4．8 1 1 0 0

蛮 柑 ．2 0 03／5／2 6 ・ 10．0 00 0 1 5．0 0 9‘ 0 0 3 2ヱ57 3．16 4，8 1 1 0 0

豊根 一之0 03／5 ／3 0 0 －9 2 ．0 8 5 15．0 0％ 4 5．20 2 0 3．1 10，柑 5 0 0

没■酔 ・2 0 03／5 ／30 ・6 0．0 0 D 0 1 5．0 0％ 0 0 0 3．1 70，18 5 0 0

軸 月号．2〔IO3／6／18 ・ 2 8．0 00 0 1 5．0 0％ 19 2 4．7 53 2 4．75 3 3，19 8．1 8 5 0 0

l ● －2 0 0 3／6／3 0 0 ・9 7．2 3 4 15．0 09右 12 1 5．7 7 1 0 3、14 1．4 7 5 0 0

朗 ：0 ・2 0 0 3／7／2 ・2 0．0 0 0 0 15．0 0％ 2 2．5 82 2，5 8 2 3，1 6 1．4 7 5 0 0

2弐碓 ・2 0 0 3／7／3 1 0 ・9 8．0 00 1 5．□D％ 29 3 7，6 77 0 3．1t）3，7 3 4 0 0

功隠 ＿2 0 D 3／8／2 －2 0．0 0 D 0 1 5．8 0％ 2 2，5 5 1 2．5 5 1 3．12 3，73 4 0 0

功愴 一之O O 3／8／2 9 0 ・g 3．00 0 15．0 0％ 2了 3 4．6 60 0 3 ．0 6 7．g 4 5 0 0

融鄭 ・20 0 3／8／2 9 ・ 2 1．00 0 0 1 5．0 0％ 0 0 0 3，0 8 8．94 5 D 0

封 5 ㌧20 0 3／10／1 0 ●10 0，0 0 0 1 5．0 0％ 3 3 4 1．8 9 1 0 3，0 3 0．83 6 0 0

て封 ：．6 ．2 00 3／10／1 0 ・1，0 0 0 1 5．0 0％ 0 0 0 3．0 2 9．8 3 6 0 0

立言侍 ．2 00 3／10／1 2 0．DO O 0 1 5，0 0％ 0 0 0 3．0 4 9．8 3 6 0 0

を柑 ・2 D O 3／1 D／28 D ■9 t〕，0 0 0 1 5．00％ 2 7 3 3．84 D 0 2．9 93 ．6 7 6 0 0

封 こ9．．2 0 0 3／1 0／2 8 ・ 2 1．0 0 D 0 1 5．0 0％ 0 0 0 3，0 14．6 7 8 0 0

2 2 0 ・2 0 03 ／1 1／25 0 ・8 9．9 9 9 1 5．0 0％ 2 8 3 4．6 8 9 0 乙9 59 ，3 6 6 0 0

2 2 1三・2 0 0 3／1 1／2 5 2 0．00 0 0 15．0 0％ 0 0 0 2．9 7 9．3 6 6 0 0

2 2 2 ・2 0 0 3／1 2／2 8 0 －10 2．4 9 9 1 5．0 0％ 3 3 4 0．4 0 5 0 2．9 1 7．2 7 2 0 0

22 3 ＿2 0 0 3／12／2 8 ・2 0，00 0 0 15．0 0％ 0 0 D 2．9 3 7－2 7 2 0 0

2 2 4 ．2 0 0 4／1／2 7 0 ・ 94，9 9 9 15．0 0％ 30 3 6．2 12 0 2，8 7 8．4 8 5 0 0

2 2 5 ・20 D4／1／2 7 ・2 0．O D D 0 1 5．D O％ 0 0 0 2．B 9 8．4 8 5 D D

2 2 6 ▼20 04／2／2 7 0 ・10 0．0 0 0 15．D O％ 3 1 3 6．9 25 0 2．8 3 5．4 1 0 0 0

2 2了 ・20 04 ／2／2 7 ・2 2．0 0 0 0 1 5．0 0％ 0 0 0 2 ．B 57，4 1 0 0 0

22 8 ・2 0 0 4／3／2 7 0 ■9 2．4 9 1 1 5．0 0％ 2 9 3 4，0 54 0 2．7 98．9 7 3 0 0

2 2 9 ・2 0 0 4／3／2 7 ・2 0．0 0 0 0 1 5．0 0％ 0 0 0 2，8 18．9 7 3 0 D

2 3 0 －2 0 0 4／4／2 7 0 ・9 7 4 9 1 1 5．00％ 3 1 3 5．9 12 0 2．7 5 7．3 9 4 0 0

2 3 1 －2 0 0 4／4／2 7 ．20．00 0 0 1 5．00％ 0 8 0 2．7 7 7，3 9 4 0 0

2 3 2 －20 0 4／5／2 8 0 ・ 92．4 9 1 1 5．0 0％ 2 9 3 3．1 00 0 2，7 1 8．0 0 3 0 0

五0



年 前
借 入 金 錦 支 払 金 額 料 率 目 数 利 息 未払利息

残 元 金 過払 利息
過 払 利 息

残 額

2 3 3 ・2 00 4／5／2 6 ・20．0 0 0 0 1 5．00％ 0 0 0 2．7 3 8．0 0 3 0 0

2 34 ・20 0 4／6／2 6 0 ・9 7．4 9 1 1 5．0 0 96 3 1 3 4．88 1 田 2．6 75，3 9 3 ●D 0

2 3 5 ・2 0 0 4／6／2 6 ・20、0 0 0 0 15 ．0 0％ 0 0 0 2β9 5．3 9 3 0 0

2 3 6 ・20 0 4／7／2 9 0 ・10乙4 9 0 15，O D％ 33 3 6，55 3 0 2．6 2 9．4 5 6 0 0

2 3 7 －2 0 0 4／7／2 9 ・2 0．0 0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 2．6 49．4 5 6 0 0

2 3 B －2 0 0 4／8／3 1 0 ・1 0 2，4 9 0 15．0 0％ 3 3 3 5．93 0 0 2．5 82，8 9 6 0 0

2 3 9 －2 0 0 4／8／3 1 ・20－O D O 0 15，0 0％ 0 0 0 2．6 02．8 9 6 0 0

・2 4 0 －2 0 04／9／3 0 0 ・ 95．0 0 0 15．0 0％ 3 0 3 2．0 9 0 0 2．5 39．9 8 8 0 0

24］．・2 0 0 4／9／3 0 ．20．0 0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 乙5 5 9，9 8 6 0 0

2 4 2 －2 0 0 4／1 0／2 9 0 ・92．4 9 1 15．0 0％ 2 9 3 0．5D 9 0 2．4 98．0 0 4 0 0

飢 3 ・2 0 0 4／10 ／2 9 ・20，0 0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 乙5 1 8．0 0 4 0 0

2ヰヰ ・2 0 0 4／1 1／3 0 0 ・1 0 0．0 0 0 1 5．0 0％ 3 2 3 3，1 13 0 2．4 5 1．1 17 0 0

2■4 5 ・2 0 0 4／1 1／3 0 －2 0．O D O 0 15，0 0％ 0 0 0 2，4 7 1．1 17 0 0

之4 6 ▼2 0 0 4／1 2ノ30 D 、9 4．99 1 1 5．0〔】％ 30 3 0．4 6 5 0 乙4 0 6．5 9 1 0 0

2句読 2 0 0 4／1 2／3 0 ・20．0 0 0 0 15，0 0％ 0 0 0 2．4 2 6．5 9 1 D 0

2 4 8 －2 0 0 5／1／2 9 0 － 94β9 1 15．0 0％ 3 0 2 9、9 16 0 2、3 6 1、5 16 0 0

三組 9 －　2 0 0 5／2／8 ・20．0 0 0 0 15．0 0％ 10 9，70 4 9．7 D4 ・ 2．3 8 1，5 16 0 0

舐 0 ・2 0 0 5／2／2 8 0 ・94．8 9 1 15，0 0％ 2 0 1 9．5 74 0 2．3 1 5．9 0 3 0 0

之5皇l‡ －2 00 5／4／1 0 、9了．19 7 15．0 0％ 32 3 0．4 5 5 0 2．2 4 9．16 1 0 0

2ち旦 ・2 0 0 5／5／1 0 ▲9 6，8 7 0 15．0 0％ 30 2 7，了2 9 0 2，18 0．0 2 0 0 0

衰清 r 2 0 05／5／3 1 0 ・9 5，0 0 0 15．O D％ 3 0 2 6．8 7 6 0 2，1 11．8 96 0 0

碑 ．2 0 0 5／7／1 0 t 7 4．00 0 1 5．00％ 3 1 2 6．9 0 4 0 2．0 64．8 00 0 0

顎 毘 ＿2 0 0 5／7／1 0 ・1 9．79 3 1 5．0 0％ 0 0 0 2．0 4 5，0 07 D 0

象5＄－－2 0 0 5／7／3 1 0 ・7 6．0 0 0 †5．0 0％ 3 0 2 5、2 1 2 0 1．99屯2 19 0 0

無私 ．－2 0 0 5／8／1 5 0 ・2 2．5 98 1 5．0 0％ 1 5 12，2 9 3 0 1．9 83．9 1 4 0 0

蛋弛 ．2 0 0 5／9／1 0 ・9 3．1 93 1 5．O D％ 1 7 13，8 6 0 0 1．90 4朗 1 0 0

疲5昏 －20 0 5／1（】／1 0 ・8 0．00 0 1 5．0 0％ 3 0 2 3．4 8 1 0 1．8 48，0 6 2 0 0

肇碍 －20 0 5／10／1 0 ・12．8 9 3 15．O D％ 0 0 0 1．8 3 5，16 9 0 0

2 （鄭 ・20 0 5／1 1／1 0 ・7 5，0 0 0 15．0 0％ 3 1 23．3 7 9 0 1，7 8 3，5 4 8 0 －0

箸飽 、20 0 5／11／1 0 ・1D．0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 l．7 7 3．5 4 8 0 0

を噂 ●2 00 5／1 1／1 0 0 1 1．0 0 0 15．0 0％ 9 6．5 5 9 0 1，7 6 9．10 7 0 0

●　一・2 0 0 5／1 1／30 0 －9 0，D OO 1 5．0 0％ 2 0 14－5 4 0 0 l，6 9 3，6 4 7 0 0

壱1碍 2 0 05／1 2／2 8 0 ・2，3 17 15．0 0％ 2 8 1 9．4 8 8 1 7．1 7 1 1．6 9 3．64 7 0 0

必6．6 －2（】0 5／1 2／2 8 0 ・8 7．16 6 15，O D％ 0 0 0 】．6 2 3．65 2 D 0

ー ▼・2 0 0 6／2／1 0 ・ 9了．0 0 0 15＿0【）％ 3 5 2 3．3 53 0 1．5 5 0．0 0 5 0 0

．2笥g ・20 D 6／3／1 0 ・8 0，0 0 0 15．0 0ウ8 2 8 1 7，8 3 5 0 1，4 8 7．84 0 0 0

空ち9： ・2 0 0 6／3／1 0 ■5，0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 1，4 8 2．84 0 0 0

野 血 ・2 0 0 6／3／15 0 ・ 6．0 17 15 ．0 0％ 14 8，5 3 1 乙5 14 1．4 82，8 40 0 D

冤榔 ・2 0 0 6／3／3 1 0 ■　84 ．O D O 15，0 0％ 18 9．7 50 0 1．4 1 1，1 04 0 0

畳 2 －2 0 0 6／4／3 0 0 ’9，6 5 7 15 ．O D％ 3 0 1了，3 9了 7，了40 1，4 1 1，1 04 0 0

餌 ：・2 0 0 6／4／30 0 ・ 8 1，00 0 15．0 0％ 0 8 0 1．3 3 7β4 4 0 0

粟榊 ′・2 0 0 6／6／1 0 ・10 0，00 0 15．0 0ウ右 3 2 1 7．5 9 3 0 1．2 5 5，4 3 7 0 0

ニ2ヲ：5、 ・・2 0 0 6／7／1 0 、8 0．0（）0 1 5．00％ 3 0 1 5．4 7 7 0 1．1 9 0．9 1 4 0 0

2正6 、2 0 0 6／7／3 1 0 ・9 0．0 00 15．0 0％ 3 0 1 4．6 8 2 0 1．1 15．5 9 6 0 D

■2耶 、 2 0 0 6／9／1 0 、8 0，00 0 15．0 0％ 3 2 1 4．6 7 0 0 1．0 5 0．2 6 6 0 0

2コ8 、2 0 0 8／9／1 0 ・1 0，0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 1．0 40，2 66 0 0

2クg ・2 0 0 6／10／1 D ・10 D．0 00 15．0 0％ 3 0 1 2．8 2 5 0 9 53，0 9 1 0 0

2 80 ・2 0 0 6／1 1／1 0 ・ほ 0．0 00 15．0 0％ 3 1 12．14 2 0 8 4 5，23 3 0 0

2 8」・・2 0 0 6／1 1／3 0 0 ・1 1 0，0 0 0 15．0 0％ 2 9 10．0 7 3 0 7 45．3 0 6 0 0

12 8 2 ・2 0 D 6／1 1／3 0 0 ・3 7，7 1 7 15．0 0％ 0 0 D 7 07．5 8 9 0 0

2 8 3 、2 0【）6／12／30 0 ，8 0，O D Cl 15．0 0％ 3（） 8．7 2 3 0 6 3 6β1 2 0 0

2 8 4 ・2 00 7／2 ／1 0 ・8 0．0 0 0 1 5．0 0％ 3 3 8，62 9 0 5 6 4．9 4 1 0 0

2 8 5 ・2 0 0 7／2／2 8 0 t 8 0．0 0 0 15．0 0％ 2 7 6．2 68 0 4 9 1，2 0 9 0 0

2 8 6 －2 0 0 7／4／1 0 ・2 1．63 9 15．0 0％ 3 2 6．4 5 9 D 4 7 6．0 2 9 0 0

2 8 7 、 2 0 0 7／4 ／1 0 －　6 1．00 0 15．0 0％ 0 0 0 4 15，0 2 9 0 0

2 8 8 、Z O O 7／4乃 0 0 ■　3 4．0 0 0 15．0 0％ 2 9 4 ．9 4 6 0 3 8 5β7 5 0 0

2 8 9 ．20 0 7／4／3 0 0 ■70．0 00 15．0 09乙 0 0 0 3 15．9 75 0 0

2 90 ・2 D O 7／5／3 1 0 ・ 1 7，0 00 15．0 0ウも 3 1 4．0 2 5 0 30 3．00 0 0 0

2 9 1 ・20 0 7ノ5／3 1 0 －7 D，0【lD 15．O D％ 0 D D 2 33．0 00 0 0

2 9 2 －2 0 0 7／7／1 0 1 2．9 3 7 15．0 0％ 3 1 2．9 6 〔l 0 22 3，0 3 1 0 0
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平 月 日 借 入 金 額 支 払 金 額 甲 雫 日数
利 点

未払利 息 残 革 牢 過 払利息
過 払 利 息

残 額

之9 3 ・20 0 7／了／1 0 、70 ．0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 1 5 3．0 3 1 0 0

2 9 4 、20 0 7／7／1 ・100．0 0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 2 5 3．03 1 0 0

2 9 5 ・20 0 7／7／1 ・14 8－0 0 0 0 15．0 0温 0 0 0 4 0 1．0 3 1 0 0

2 9 6 －20 0 7／7／1 ‾川0．D O O 0 15．0 0％ 0 0 0 5 0 1．03 1 0 0

2 97 2 0 0 7／8／1 0 ・8 0 ．0 0 0 15．0 0％ 3 1 6．3 8 2 0 4 2 7．4 13 0 0

2 9 8 ・20 0 7／8／1 0 ・2 0 ．0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 4 0 7．4 13 0 0

2 9 9 ．2 0 0 7／8／1 ・22 0、0 00 0 1 5．0 0％ 0 0 0 6 2 7，4 13 0 0

3 0 0 －20 0 7／8／1 1 －4 0，0 00 0 15．D O％ 10 2．5 7 8 2．5 7 8 6 8 7．4 13 0 0

B O〕‘．2 0 0 7／8／1 1 －60、0 00 0 1 5、0 0％ 0 0 2．5 7 8 7 2了．4 13 0 0

3 0 2 ・．2 0 0 7／9／1 0 ・8 0．0 0 0 15．0 0％ 2 1 6．之7 7 0 6 5 6．2 6 B 0 0

B O 3 ・2 0 0 7／9／1 ・10．0 00 0 15．0 0％ 0 0 0 6 6 6，2 68 0 0

3【）4 ．2 00 7／9／1 0 ・2 0．0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 6 4 6．2 6 8 0 0

8 0 5 －20 0 7／9／1 ・2 0．0 0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 6 6 6、Z 6 8 0 0

3．8 6 －2 0 0 7／10／1 0 －9 4．9 9 1 1 5．0 0 9i 30 8．2 14 0 5 7 9．4 9 1 0 0

3 0 7 ．2 0 D7／1 0／1 －20．0 0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 5 9 9 t4 9 1 0 0

．8 0■8 2 0 0 7／10／3 1 0 －　9 4，0 0 0 1 5．0 0％ 30 丁．39 0 0 5 12．8 8 1 0 0

剖旭 ・2 0 0 7／10／3 1 ＿1D．0 0 0 0 15．0 0％ D D 0 5 2 2．8 8 1 0 0

a J O ・2 0 0 7／1 1／7 ・ 9．0 0 0 0 1 5．0 0％ 7 1，50 4 1．5 0 4 5 3 1．8 8 1 0 0

胡 靴 t 2 0 07／12／1 0 ・ 9 7．4 5 9 15．0 0 9i 24 5．24 5 0 4 4 1．17 l 0 0

召腫 －2 0 0 7／12／1 ・2 0，0 0 0 0 1 5．0 0％ 0 0 0 4 6 1．17 1 0 0

酎 哲 ‾2 0 0 7／†2／3 0 0 ‘9 3．O D D 15．0 0％ 29 5．49 6 0 3 7 3．6 6 7 0 0

′・，一・2 0 0 7／12／3 0 ・2 0．0 0 0 0 1 5．0 0％ 0 0 0 3 93．66 7 0 0

覗関 ・2 0 0 8／1／3 1 0 －9 9，0 0 0 1 5．0 0％ 32 5．1 76 0 2 9 9．8 4 3 0 0

就防 ・2 0 0 8／1／3 1 ・2 0．0 0 0 D 1 5．0 0％ 0 0 0 3 1 9，84 3 0 0

ヱ瑚 －2 0 0 8／2／2 9 0 －10 2．0 0 D 1 5．0 0％ 2 9 3．8 1 1 0 2 2 1，65 4 0 0

側階 －2 0 0 8／2／2 9 ●　2 0．00 0 0 15．0 0％ 0 D 0 2 4 1．6 54 0 0

■ ・2 0 0 8／之／2 9 D －1，0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 2 4 0．6 54 0 0

嘲狙 ・20 0 8／2／2 9 ・1 0，0 0 D 0 15．0 0％ D 0 0 2 5 0．6 5 4 0 0

筆登楼 －2 0 0 8／4／1 0 ・10 0 ．0 0 0 15．0 09右 3 2 3．2 9 8 0 15 3，9 5 0 0 0

髄返 ・20 0 8／4／1 ・2 0．0 0 D 0 15．0 0笥 0 0 0 1 7 3．9 5 0 0 0

宙鐸 ・2 0 0 8／4／2 6 0 ・8 2 ．4 9 2 15．0 096 2 5 1．7 8 7 8 9 3，2 4 5 0 0

那揮 ・20 0 8／4／2 6 ・ 2 0．0 0 D 0 1 5．0 0％ 0 0 0 1 1 3．2 4 5 0 0

鶴泊 ■20 0 8／5／3 1 0 ・ 1 10 ．0 0 0 15．0 0％ 田 1．62 8 0 4，8 7 3 0 0

笥鵠 ■20 0 8／5／3 1 ■ 2 0．0 0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 2 4．8 7 3 0 0

貴顕 、 20 0 8／6／2 ‾　3，0 0 0 0 15．0 0％ 2 2 0 2 0 2 7．8 7 3 0 0

翫拇 ＿20 0 8／6／3 0 0 ‾　9 5．0 0（1 1 5．0 0％ 28 32 0 0 －6 6 ．7 8 7 0 0

■・2 0 08／6／3 0 －2 0．0 0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 －4 （；．7 8 7 0 0

ヨ■a百 一之O O8／了／3 1 0 ・10 0 －00 0 1 5．0 0％ 3 1 0 0 －14 6．7 8 7 －19 8 －19 8

那緋 －2 0 D 8／7／3 1 ・ 2 0．0 0 0 0 1 5．0 0％ 0 0 0 －12 6．98 5 0 0

一試肢 ・之0 08／8 ／3 1 0 ’ 9 7．0 0 0 1 5．0 0％ 3 1 0 0 －Z Z 3．98 5 －5 39 －5 39

軸 8■－2 0 0 8／8／3 1 ・2 0．00 0 0 1 5．0 0％ 0 D 0 －2 0 4，52 4 0 0

訳轍 一之0 0 8／9／3 0 0 －9 5，0 0 0 1 5．0 0％ 30 0 0 一之9 9．5 24 －8 40 －84 0

8 3 5 ・2 0 0 8／9ノ30 ・20．0 00 0 1 5．0 0 弘 0 0 0 －2 8 0，3 64 0 0

．3凱∃■2 0 0 8／10／3 1 0 ・9 5．0 0 0 1 5．0 0％ 3 1 0 0 －3 7 5、3 64 －り 90 一l、1 9 0

83フ′▲2 0 0 8／1 1／3 0 0 ・ 70，0 0 0 1 5．O D％ 30 0 0 －4 4 5．3 64 －1．5 4 2 －2，7 3 2

3：紬 －2 0 0 8／1 1／3 0 0 ・5．0 0 0 15．0 0 ％ 0 0 0 －4 5 0、3 84 0 －2．7 3 2

8 8 9 ・■20 0 8／12／3 1 0 ・7 8．0 0 0 15．0 0施 3 1 0 0 －52 8．3 6 Jl －1．9 12 －4．6 4 4

8嬉0 ・2 0 0 9／1／3 1 0 ・7 5，0 0 0 1 5．0 0％ 3 1 0 0 －－60 3．3 64 －2．2 4 3 －6。8 8 7

3ヰ1 ・2 0 D9／1／3 1 0 ・3．0 0 0 15．0 0％ 0 0 0 －6 0 6．3 6 4 0 －6，B 8 7

3尋2、 ・ 20 0 9／3／1 0 ・7 3．0 0 D 15．0 0％ 2 9 0 0 －6 7 9．3 6 4 －2，4 0 8 －9．2 95

8■4 3 ■2 0 0 9／3／3 1 0 －7 5．00 0 15．0 0％ 3 0 0 0 －7 5 4．3 6 4 －2，7 9 1 －12．0 8 6

8 4 4 t　2 00 9／5／1 0 ・7 0．00 0 15．0 0％ 3† D 0 －8 2 4．3 6 4 －3．2 03 －15．2 8 9

34 5 ・2 0 0 9／5／3 1 0 ・2 3．0 0 0 1 5．0 0％ 3 0 0 0 －8 4 7．3 64 －3．3 8 7 －18，6 7 6

34 6 ・2 0 0 9／6／2 0 ・6 0，0 0 0 1 5．0 0％ 2 0 D －9 D 7．3 64 －2 32 －18．9 0 8

3 4 7 ・2 0 0 9／6／3 0 0 ・8 0．0 0 0 1 5．0 0％ 2 8 0 0 －9 8 7．3 6 4 －3 ．4 8 0 －2 2，3 8 8

3 4 8 ◆2 0 0 9／7／3† 0 ・ 7 5．0 0 0 1 5．0 0％ 3 1 0 0 －1．D 6乙3 6 4 －4，†9 2 －2 6．5 8 D

34 9 ，20 0 9／8／3 1 0 ・ 7 3．0 0 0 15．0 0％ 3 1　　　 0 0　 －り 3 5．3朗 －4 ．5 1 1 －3 1，0 9 1

3 5 0 2 0 10／3ハ 0 0 15．0 0弘 18 2　　　　 0 O l －1．13 5．3 6 4 －2 8．3 0 6 －5 9，3 9 7
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別紙1　取引の一体性の判断基準

同一の貸主と借主との間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されることを予定

した基本契約が締結され，この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち

制限超過部分を元本に充当すると過払金が発年するに至ったが，過払金が発生する

こととなった弁済がされた時点においては両者の間には他の債務が存在せず，その

後に，両者の間で改めて金銭消費貸借契約に係る基本契約が締結され，この基本契

約に基づく取引に係る債務が発生した場合には，第1の基本契約に基づく取引によ

り発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意（以下「過払金充当合意

」という）が存在するなど特段の事情がない限り，第1の基本契約に基づく取引に

係る過払金は，第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解する

のが相当である。そして，第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して

行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の

貸付けまでの期間，第1の基本契約についての契約書の返還の有無，借入れ等に際

し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無，第1の基本契

約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借

主との接触の状況，第2の基本契約が締結されるに至る経緯，第1と第2の各基本

契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して，第1の基本契約に基づ

く債務が完済されてもこれが終√せず，第1の基本契約に基づく取引と第2の基本

契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができ

る場合には，上記合意が存在するものと解するのが相当である（最高裁第二′」、法廷

平成20年1月18日判決民集62巻1号28頁）。
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別紙2

（アイフル前提事実）

被告は，昭和63年ころから，予め定められた条件に従った返済が行われ

ることを条件として，契約者の請求に応じ，極度額の限度内において繰り返

し貸付を行うことを約したリボルビング契約を導入した上，全国にATMを

設置し，契約者にカードを貸与して，これによって借入・返済を行えるよう

にした。

この場合，被告は，まず契約者とリボルビング契約を締結し，その際書面

が交付される（以下「契約締結時書面」という）。契約者がリボルビング契

約に基づき個々の借入を行う際には，その都度ATM明細書を交付していた

（以下「貸付時書面」という）。契約者が，ATMで返済を行ったときは，

その都度ATM明細書を交付していた（以下「返済時書面」という）。

ただし，契約締結時書面には，少なくとも，貸付の金額，返済期間及び返

済回数，各回の返済期日及び返済金額について，具体的な記載がなされてい

なかった。貸付時書面には，少なくとも，貸付利率，賠償額の予定の内容，

債務者が負担する元本・利息以外の金掛こ関する事項，信用情報機関に登録

するときはその旨及びその内容，利息の計算方法，返済の方法及び返済を受

ける場所，期限の利益の喪失の定めがあるときはその旨及びその内容が，記

載されていなかった。返済時書面には，少なくとも，契約年月日，貸付の金

額，契約者の名称及び住所が記載されていなかった。このうち，契約者の名

称及び住所については，平成18年4月以降も記載されなかった。
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別紙3－1

（アイフル主張）

ア　平成18年1月13日以前の悪意の受益者性

被告は，契約締結時書面，及び貸付時書面について，平成18年12

月20日法律第115号による改正前の貸金業洪（以下，単に「貸金業

法」という）17条1項の要件を満たしているとの認識を有していた。

また，返済時書面についても，貸金業法18条1項の要件を満たしてい

るとの認識を有していた。これらの認識は，いずれも，立法者の見解，

判例・学説等合理的根拠に基づいており，特段の事情がある。

リボリビング契約の性質上，貸付時書面には別紙2（アイフル前提事

実）記載のとおり記載されていない項目があるものの，契約締結時書面

に記載があり．契約継続中変更がない項目について貸付時書面に記載が

なくても，契約締結時書面と併せもって原告に示されれば原告に不利益

はないと考えていた。

悪意の受益者か否かを判断するに当たって，貸金業法17条1項の要

件を満たす書面（以下「17条書面」という）及び同法18条1項の要

件を満たす書面（以下「18条書面」という）を交付したことの立証は，

原告に関する具体的立証を要さず，貸金業者の業務態勢についての一般

的立証で足りる。被告は，17条書面及び18条書面を交付する業務態

勢を過去から整えていた。

イ　平成18年1月13日以後の悪意の受益者性

被告においては，期限の利益喪失条項によって制限超過部分を支払うこ

とを事実上強制するような状態は生じていなかった。また，最高裁第二小

法廷平成18年1月13日判決（民集60巻1号1頁）（以下「平成18

年判決」という）後，速やかに，当該期限の利益喪失条項に，利息制限法

に規定する利率を超えない範囲内の利息の支払を遅滞した場合に限る旨を
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追記した。被告には，平成18年1月13日以後も，任意性要件を満たす

ものと認識していたことについて特段の事情があり，悪意の受益者に当た

らない。

ウ　被告は善意の受益者であるから，法人税として納付した分を除いた現存

利益の限度，すなわち過払元金の55％の限度で返還すれば足りる。

エ　法定利息を付すべき時期は，取引終了時の翌日である。
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別紙3－2－アー田

（アイフルの主張アに対する判断）

（悪意の受益者の判断基準について）

被告が利息制限睦所定の制限超過部分を利息の債務の弁済として受領した

が，その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には，被

告は，同項の適用があるとの認識を有しており，かつ，そのような認識を有

するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでな

い限り，法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者，すなわ

ち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきであ

る。

ただし，上記利息制限法の制限を超過する約定利息の支払を遅滞したとき

には当然に期限の利益を喪失する旨の特約のもとで制限超過部分を支払った

場合は，貸金業法43条1項にいう「任意に支払った」ものということばで

きないとした平成18年判決言渡以前にされた上記期限の利益喪失特約下の

支払については，これを受領したことのみを理由として被告を悪意の受益者

とすることはできないというべきである。
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別紙3－2－アー（イ）

（アイフルの主張アに対する判断）

（貸金業法43条1〕頁の適用について）

前記（悪意の受益者の判断基準について）の判示によると，平成18年1

月13日以前の本件取引については，卜記「任意に支払った」という要件以

外の，他の貸金業法43条1項の要件を充足するかを検討する必要があり，

貸付時書面において貸金業法17条1項所定の事項の記載内容が正確でない

ときや明確でないときには，同法43条1項の適用要件を欠くというべきで

ある。

本件取引はリボルビング契約であるところ，この場合において，確定的な

返済期間，返済金額等を貸付時書面に記載することが不可能であるからとい

って，被告は，返済期間，返済金額等を貸付時書面に記載すべき義務を免れ

るものではなく，個々の貸付けの時点での残元利金について，元金の最低返

済額及び経過利息を毎月の返済期日に返済する場合の返済期間，返済回数，

各回の返済金額を貸付時書面に記載することは可能であるから，被告は，こ

れを確定的な返済期間，返済金額等の記載に準ずるものとして，貸付時書面

に記載すべき義務があったというべきである（最高裁平成17年12月15

日第一小法廷判決∵裁判所時報1402号3頁参照）。
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別紙3－2－アー（功

（アイフルの主張アに対する判断）

（悪意の推定を覆す特段の事情について）

ア　以上のとおり，被告の利息制限法所定の制限超過部分の受領について貸金

業法43条1項の適用が認められないから，次に，被告が，同項の適用があ

るとの認識を有しており，かつ，そのような認識を有するに至ったことにつ

いてやむを得ないといえる特段の事情の有無を検討する。

上記特段の事情を認めるた捌こは，当該貸金業者が交付した書類によって

貸金業法43条1項が適用されるという貸金業者の認識に一致する解釈を示

す裁判例が相当数あったとか，上記認識に一致する解釈を示す学説が有力で

あったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが

必要であるn　上記認識に一致する見解があったというだけで上記特段の事情

があると解することはできない（最高裁平成19年7月13日第二小法廷判

決・集民225号103頁参照）。

イ　被告は，大蔵省銀行局長通達（乙14）の存在を指摘する。確かに，同通

達の中には，包括契約に基づく貸付けについての書面の交付について定めた

部分がある。しかし，同通達の文言によっても，同通達に言及されていない

事項についての記載を省略することを許容したものとまで直ちに読み取れな

い。また，同通達の存在によって，被告が交付した貸付時書面によって貸金

業法43条1項が適用されるという被告の認識に一致する解釈を示す裁判例

の存在や，上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったことを直ちに

推課させるものではない。

被告は，貸金業法43条1項の適用を認めるいくつかの下級審裁判例を指

摘するものの，過払金請求事件の判決総数から見れば僅少である。また，被

告が原告と取引をしていた卦軌　既に被告自身が当事者となった過払金請求

事件も多数係属していたことは顕著であるところ，それらの事件の中に貸金
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業法43条1項の適用が認められた事件が含まれていたのかについて，特段

の立証はなされていない。

被告は，貸金業法43条1項の適用を認める学説の存在についても指摘す

るが，これらの学説がどの程度有力なものであったかについては明らかにさ

れていない。
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別紙3－2－イ

（アイフルの主張イに対する判断）

悪意の受益者の判断基準については，前記1（1）（別紙3－2－アーの）と同

じである。

利息制限法所定の制限を超える約定利息とともに元本を分割返済する約定の

金銭消費貸借において，債務者が元本又は約定利息の支払を遅滞したときには

当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下で，制限超過利息を支払った場合に

は，特段の事情のない限り，制限超過部分の支払は，貸金業法43条1項にい

う「債務者が任意に支払った」ものということはできない（平成18年判決）。

被告は，平成18年判決後，速やかに，当該期限の利益喪失条項に，利息制

限法に規定する利率を超えない範囲内の利息の支払を遅滞した場合に限る旨を

追記したと主張するものの，被告から平成18年以降の契約締結時書面は一切

提出されておらず，このような追記がなされた契約締結時書面が原告に対して

交付されたことを黎めるに足りない。被告の主張を採用できない。
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別紙3－2－ウ

（アイフルの主張ウに対する判断）

被告は，本件取引にかかる各弁済によって過払金が生じていれば，原告に対

し，悪意の受益者として，過払金が生じた暗から民法所定の年5分の割合によ

る利息を付してこれを返還すべき義務を負うものというべきであって，その後

の納税等によって現存利益が失われたとしても，かかる結論を左右するもので

はない。
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別紙3－2－エ

（アイフルの主張エに対する判断）

民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する（最高裁平成21年

9月4日第二小法廷判決・裁判所時報1491号2頁）。被告の主張は採用でき

ない。
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これは正本である。
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